
「人材」について

経済産業政策局
産業人材課
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「人材」分野についての問題意識、これまでの経緯、本日の議論の目的
【問題意識】

⚫ 「国内投資拡大、イノベーション加速、所得向上という３つの好循環」を実現するにあたって、産業社会の基盤た
る「人材」分野は大きな鍵。

⚫ 日本の経済成長が鈍化し、日本企業特有の賃金・人事制度の前提とされていた「成長の継続」が見込めなくなる
中で、終身雇用や年功型賃金に代表される日本型雇用システムの見直しが求められるとともに、DXやGXといった
メガトレンドに対応した労働市場が求められている。

【これまでの経緯】

⚫ 「未来人材ビジョン（2022年5月）」や「新機軸部会中間整理（６月）」では、デジタル化や脱炭素化といっ
たメガトレンドを踏まえて、未来を支える人材を育成・確保するための雇用・労働・教育などの社会システム全体の
見直しの必要性について議論し、①旧来型の日本型雇用システムからの転換、②好きなことに夢中になれる教育
への転換についてとりまとめたところ。更に、コロナ渦での変化も踏まえ、経営戦略と連動した人事戦略の実現に向
けた企業の「人的資本経営」の実現に向けて、「人材版伊藤レポート2.0」をとりまとめたところ。

⚫ その後の具体的な取組として、例えば以下のような取組を進めている

– 人的資本経営の推進：人的資本経営コンソーシアムの設立（2022年8月）

– リスキリング・労働移動の円滑化の一体的促進：リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業の立ち上げ

– 副業・兼業の促進：副業・兼業支援補助金の立ち上げ

⚫ 加えて、政府全体でも、「構造的賃上げ」に向けて、人への投資や労働移動の円滑化を促進するべく、労働市場
改革の指針を本年6月にとりまとめるべく新しい資本主義実現会議にて議論が進められているところ。

【本日の議論の目的】

⚫ 経済産業政策の新機軸の基盤OSである「人材」分野について、「人材」分野で我が国が直面する構造的課題、
目指すべき方向性や、取り組むべき施策の具体的内容について、御議論いただきたい。



①人材

②スタートアップ・イノベーション

③グローバル企業の経営：価値創造経営

④徹底した日本社会のグローバル化

⑤包摂的成長（地域・中小企業・文化経済）

⑥行政：EBPM・データ駆動型行政
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（参考）「経済産業政策の新機軸」において取り組む分野

⚫ 世界的な社会課題を起点に(ミッション志向)、企業の投資先として日本が積極的に選ばれるような、長期持続
的に成長が見込まれる魅力的な市場環境を、5~10年腰を据えて官も一歩前に出て構築し、国内投資・イノ
ベーション・所得上昇を喚起していく。

⚫ 同時に、企業の競争力と生産性の向上には、国内外のつながりも重要。日本の特徴を活かし、社会課題「解決」
先進国として、国内外で今後広がる社会課題起因の成長市場を中心に、内外一体で成長していけるよう、国
際連携等も進めていく。

1.ミッション志向の産業政策 2.経済社会システムの基盤の組替え（OS組替え）

経済秩序の激動期において取り組むべき分野

2050CN、2030▲46%
→今後10年で官民合わせて150兆円投資

デジタル技術を活用し地域課題解決・魅力向上
→2030年に官民で半導体3兆円/年投資 等

包括的な経済安全保障の実現

デジタルによる未来の健康づくり
→2030年までに全ての患者が医師等とデータ共有

気象関連災害等に強い社会

バイオものづくりの確立
→2030年までに官民で３兆円/年投資

日本型雇用システムの綻び、一律・一斉・受動的学びの限界
→5年後までに新卒：既卒を7:3→6:4に 等

5年後までに国内スタートアップへの
投資額10倍に

2030年までに
代表的企業のPBR>1の
割合を6割→8割に

2030年までに
対日直投43.5→80兆円 等

大都市との生産性や賃金格差
縮小、文化創出ｴｺｼｽﾃﾑ確立

データを活用した政策効果検証
の仕組み整備

課題・定量目標

①炭素中立型社会の実現

②デジタル社会の実現

③経済安全保障の実現

④新しい健康社会の実現

⑤災害に対するレジリエンス社会の実現

⑥バイオものづくり革命の実現

①成長志向型の資源自律経済の確立 ②Web 3.0の可能性と政策対応

世界的な社会課題であって、国内で対応する意義がある分野
（＝人口減少が続く日本で積極的に挑戦しがいのある分野）
で、官も一歩前に出て魅力的な確たる製品・サービス市場を構築

国内のヒト・モノへの投資や所得上昇が行われやすくなるよう、
労働市場・資本市場・行政を、官も一歩前に出て刷新
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１. 「人材」分野で対処すべき構造的な課題

２．対応の方向性

2-1. 徹底した人手不足への対応

2-2. 賃上げに向けた既存の取組の強化

2-3. 内部労働市場・外部労働市場の活性化による労働移動の円滑化
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１． 「人材」分野で対処すべき構造的な課題

⚫ マクロ経済の観点（需要／供給サイド）からは、諸外国に比べ伸び悩む賃金、諸外国に比べ少ない人
的投資（全要素生産性の停滞）、人口減少に伴う労働供給制約が大きな課題。

⚫ 足下では、経済活動の活発化に伴い、人手不足感が顕在化。構造的な人手不足は、労働市場や企業
行動を見直していく大きな契機。

⚫ ①人材確保・人手不足に対応しつつ、物価上昇を踏まえて積極化しつつある②賃上げ・所得向上を
持続的なものとするとともに、生き残りのための③人的投資・人材競争力の強化をしっかりと進め
ていく必要があるのではないか。

（①人材確保・人手不足対応）

⚫ 生産年齢人口は1995年をピークに減少傾向だが、労働参加率の向上により、雇用者数は増加し、労働時間数で
みると2010年代は増加。一方で、近年の女性・高齢者の労働参加の拡大に伴い、自然体ではこれ以上の労働投
入量の維持・増加は期待できない。非正規労働者の労働投入の観点では、①女性のL字カーブや②パートタイ
ム労働者の就業調整も課題。

⚫ また、労働需給のミスマッチは大きく、「必要な分野で必要な人材を確保する」ことも重要。

（②賃上げ・所得向上）

⚫ 諸外国に比べ、日本の賃金は伸び悩み。この賃金停滞を要素分解すると、分配の側面では、①特に大企業・正社員
での賃金停滞、②非正規、短時間労働者の構成比の増加、③上がりつつあるものの、女性・中小企業従業員の
賃金水準の低さが要因。

⚫ 加えて、成長の側面では、そもそも十分な付加価値を上げられていないことも課題。

（③人的投資・人材競争力の強化）

⚫ 日本企業の人材育成はOJT・正社員に偏重。企業の人的投資（Off-JT等）は少なく、個人も自律的なキャリア
パスの元で学び直しし続ける姿勢が薄い。

⚫ 全要素生産性の向上に向けて、人的投資等を通じた「人材の質の向上」が不可欠。
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1-1. 労働投入量の維持・増加は限定的

⚫ 生産年齢人口は1995年をピークに減少傾向だが、労働参加率の向上により、雇用者数は増加し、労働時間数
でみると2010年代は増加。一方で、近年の女性・高齢者の労働参加の拡大に伴い、自然体ではこれ以上の労
働投入量の維持・増加は期待できない。

1990 2021

女
性

日 57% 73%

米 68% 68%

英 67% 75%

仏 55% 75%

独 58% 70%

高
齢
者

日 24% 26%

米 12% 19%

英 6% 10%

仏 3% 8%

独 2% 4%

女性・高齢者の労働参加率の国際比較
（1990年及び2021年）

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

3
0

2
0

4
0

2
0

5
0

就業時間の将来推計の機械的試算
（15-64歳男女及び高齢者）

（億時間）

男性
15-64歳

女性
15-64歳

高齢者

1216

1160

1036

929

▲0.6％/年

▲1.1％/年

▲1.1％/年

1209 1202 1196 1188

（注）高齢者は65歳以上
（出所）OECD.stat

（注）2020年時点の男性（15-64歳）、女性（15-64歳）、高齢者の労働参加率はそ
れぞれ84.6%、71.0%、25.0%、月末1週間の労働時間は42.4時間、32.5時間、
30.9時間。この数値をそれぞれ各年における年齢階級別の人口推計に乗じて機械
的に試算。（年間労働時間は月末1週間の労働時間の48倍で計算）

（出所）総務省「労働力調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人
口」（平成29年推計）を基に作成。
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1-1. 女性のL字カーブやパートタイム労働者の就業調整も課題

⚫ 更なる労働投入量の維持・拡大のためには、①女性のL字カーブ解消、②パートタイム労働者の就業調整の解
消なども課題。
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女性の正規雇用比率（L字カーブ）（2021年） 就業調整の状況（2017年）

就業率（M字カーブ）→ほぼ解消

正規雇用比率（L字カーブ）
→ 急峻に

（万人） 就業調整している比率（配偶者あり）（右軸）

58%
55%

配偶者なし（左軸）

配偶者あり（左軸）
209万人

143万人

（％）

（出所）令和４年度男女共同参画白書を一部加工。左図の元データは総務省「労働力調査」。右図の元データは総務省「就業構造基本統計調査」。
枠内の記載は、総務省「労働力調査」及びOECD.statのデータに基づき、一定の仮定の下で試算したもの。

（％）

※仮に、機械的な試算として、15-64歳女性のパートタイム労働者比率
（35.1％）がOECD平均（24.6％）に下がり、この差分の10.5%分の労
働者が、フルタイムになったと仮定すると、全体の総労働時間は、0.9%増加
するという効果も見込まれる。

※仮に、機械的な試算として、短時間労働者の労働時間である、17.0時間/
週（2021年）が、過去で最も長かった18.2時間/週（2000年）に伸びた
と仮定すると、全体の総労働時間は、0.8%増加するという効果も見込まれる。
※左記の非正規労働者の正規化による影響とも重複することに留意。
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1-1. サービス業を中心に人手不足感が強まりつつある

⚫ 特に、建設、運輸・郵便、宿泊・飲食サービス業等の非製造業分野において人手不足感が高い。

（注）主な業種を掲載。
対事業所サービスとは、デザイン業、広告業、技術サービス業、産業廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業 等
対個人サービスとは、洗濯・理容・美容・浴場業、その他生活関連サービス業、娯楽業、各種学校、学習塾、老人福祉・介護事業、その他社会保険・社会福祉・介護事業 等
を指す。

（出所）日本銀行「全国企業短期経済観測調査（短観）」に基づき作成。
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1-1. 職種別では、事務職の有効求人倍率は低い

⚫ 有効求人数が求職数に比して多いのは、介護を含むサービス分野や、専門技術分野。反面、求職数の多い事務
分野等は求人数が少ない。

（注）パートタイムを含む常用労働者についての数値。
（出所）厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」に基づき作成。

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

サービス 専門・技術 生産工程 販売 輸送・

機械運転

建設・採掘 保安 農林漁業 管理 運搬・清掃・

包装等

事務

職業別の有効求人数・求職数及び有効求人倍率

（万人）

有効求人数（左軸）

有効求職数（左軸）

有効求人倍率（右軸）

（倍）



10

1-1. デジタル化による影響

⚫ 「日本の労働人口の49％が将来自動化される」との予測もあるが、AIやロボットによる雇用の自動化可能性に関
する統一見解はない。

職種ごとの自動化可能確率と雇用者数の分布
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0 2,500 3,000500 1,000 1,500 2,000

販売店員調理人

総合事務員

庶務・人事事務員

自動車運転従事者

会計事務従事者

飲食物給仕・身の回り世話従事者

ビル・建物清掃員

その他の営業職業従事者その他の運搬・清掃・包装等従事者

介護職員（医療・福祉施設等）

看護師（准看護師を含む）

その他の一般事務従事者

配達員

食料品製造従事者

電気機械器具組立従事者

自
動
化
可
能
確
率(

％)

雇用者数（千人）

3,500

（出所）野村総合研究所とオックスフォード大学オズボーン准教授等との共同研究（2015年）を基に経済産業省が作成。
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1-2. 諸外国に比べ、日本の賃金は伸び悩み

⚫ 他の先進諸国に比べて、日本の平均実質年収は長期に亘って停滞。

⚫ この間の労働生産性の伸びは他国と遜色ないが、そもそも十分な付加価値が上げられていないことも課題。
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（注）（左）総雇用者報酬（実質値）を従業者数で割り、「正規労働者の平均労働時間/全労働者の平均労働時間」を乗じたもの。すなわち労働者の平均労働時間の変化に伴う影
響を取り除いた推移を示している。 （右）実質GDPを総労働時間で割った値。

（出所）OECD.stat.
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1-2. 特に、大企業・正社員の賃金が伸び悩み

⚫ 長く続く日本の賃金停滞を要素分解すると、①特に大企業・正社員での賃金停滞、②非正規、短時間労働者
の構成比の増加、③上がりつつあるものの、女性・中小企業従業員の絶対的な賃金水準の低さが課題。

一般労働者
（フルタイム）

短時間労働者
（パートタイム）

男性
正規

労働者数：3423万人→3566万人
構成比：86％→69％
（マンアワー構成比：91％→82％）

年収：475万円→503万円
（時給：2325円→2588円）

労働者数：575万人→1622万人
構成比：14％→31％
（マンアワー構成比：9％→18％）

年収：112万円→119万円
（時給：950円→1263円）

女性
正規

男性
非正規

女性
非正規

労働者数：1385万人→1278万人
構成比：63％→58％※３

年収：573万円→589万円

労働者数：519万人→596万人
構成比：24％→27％※３

年収：378万円→427万円

労働者数：123万人→167万人
構成比：6％→8％※３

年収：316万円→342万円

労働者数：160万人→177万人
構成比：7％→8％※３

年収：230万円→258万円

大企業（1000人以上） 中小企業（10人～99人）

労働者数：452万人→480万人
構成比：33％→38％※４

月給：41万円→40万円

労働者数：446万人→351万人
構成比：32％→27％※４

月給：30万円→30万円

40代 20代

労働者数：126万人→142万人
構成比：27％→30％ ※５

月給：46万円→42万円（40代前半）

51万円→46万円（40代後半）

労働者数：69万人→85万人
構成比：15％→18％ ※５

月給：21万円→22万円（20代前半）

26万円→27万円（20代後半）

毎月勤労統計調査ベース（※１）
※１ ５人以上の事業所が対象等のため、賃金構造基本調査よ

りカバレッジは広いものの、事業所別の賃金データを集計して
いるため、詳細な賃金分析は困難。

賃金構造基本統計調査ベース（※２）

※２ 調査対象の事業所が毎月勤労統計に比べて限定的ではあるが、個人別の賃金データを集計しているため、
詳細な分析が可能。また、正規・非正規別のデータは2005年以降でのみ取得可能。

※３ 男性・女性の正規・非正規（短時間労働者を除く）に対する構成比
※４ 男性・正規に対する構成比
※５ 男性・正規・大企業の20-64歳の労働者数に対する構成比

（2005年→2019年）

（1993年→2021年）

（注）毎月勤労統計調査の年収は月あたりの現金給与総額に12を乗じたもの。時給は、月あたりの現金給与総額を月間労働時間で除したもの。
賃金構造統計調査の年収は、各年調査の月額給与に12を乗じて賞与を足したもの。

（出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」。賃金構造基本統計調査の数値は、令和2年の調査変更に伴う遡及適用前の数値。

（2005年→2019年）
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1-3. 日本企業の「人への投資」は不十分

⚫ 全要素生産性の向上に向けて、人的投資等を通じた「人材の質の向上」が不可欠。

⚫ しかし、日本企業の人的投資（Off-JT）は他の先進国に比べて劣後。

（％）

人材投資（OJT以外）の国際比較（GDP比）

1.94 

1.45 
1.34 
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2.23 
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2.01 

0.33 
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1.20 

1.09 
1.06 
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0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

米国 フランス ドイツ イタリア 英国 日本

1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014

（出所）学習院大学宮川努教授による推計（厚生労働省「平成30年版 労働経済の分析」に掲載）を基に経済産業省が作成。
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1-3. 個人も学ぼうとしない

⚫ 一方で、会社主導のキャリアパスの中で、個人も自立的に学ぶ姿勢が薄い。

⚫ 仕事が忙しくて時間の余裕がなく、学ぶ意義も必ずしも明確でない。

2%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ベトナム

インドネシア

インド

タイ

中国

フィリピン

マレーシア

韓国

台湾

シンガポール

香港

オーストラリア

ニュージーランド

日本

社外学習・自己啓発を行っていない人の割合

（出所）パーソル総合研究所「APAC就業実態・成長意識調査（2019年）」
を基に経済産業省が作成。

6.1%

8.6%

11.6%

13.0%

16.7%

18.1%

18.2%

22.4%

24.8%

28.9%

54.7%

0% 20% 40% 60%

その他の問題

休暇取得・定時退社・早退・短時間勤務の選択等が会社の都合

でできない

コース受講や資格取得の効果が定かでない

コース等の情報が得にくい

適当な教育訓練機関が見つからない

自己啓発の結果が社内で評価されない

自分の目指すべきキャリアがわからない

どのようなコースが自分の目指すキャリアに適切なのかわからない

家事・育児が忙しくて自己啓発の余裕がない

費用がかかりすぎる

仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない

（注） 複数回答設問。
（出所）厚生労働省「能力開発基本調査（令和２年度）」を基に経済産業省が作成。

自己啓発を行う上での問題点（正社員）
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１. 「人材」分野で対処すべき構造的な課題

２．対応の方向性

2-1. 徹底した人手不足への対応

2-2. 賃上げに向けた既存の取組の強化

2-3. 内部労働市場・外部労働市場の活性化による労働移動の円滑化
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２. 「人材」分野における施策の方向性

⚫ 「人材」分野で直面する、①人材確保・人手不足、②賃上げ・所得向上、③人的投資・人材競争力の強化の
課題については、多面的な対応が必要。

⚫ 足下では、人手不足への対応や賃上げのために必要な施策を講じるとともに、構造的な人手不足を契機として、
労働市場や企業行動の見直しを進め、内部労働市場・外部労働市場の活性化により労働移動の円滑化を進
めていく必要があるのではないか。

⚫ したがって、大きく整理すれば、以下の３つの柱で施策を進めてはどうか。
１ 徹底した人手不足への対応
２ 賃上げ促進に向けた取組の強化
３ 内部労働市場・外部労働市場の活性化による労働移動の円滑化

（①人材確保・人手不足）

・人手不足について、中長期の人口減少も見据え、労働供給制約や労働需給のミスマッチの解消を進めるとと
もに徹底的な省人化が必要。

（②賃上げ・所得向上）

・所得向上については、足下の物価上昇等を踏まえ、多くの企業において積極的な賃上げの動きがあり、これを中
小企業にも波及させるとともに、中長期で持続的なものとしていく必要。

（③人的投資・人材競争力の強化）

・更に、人的資本経営を進めていく中で企業の人的投資を拡充するとともに、個人の自律的なキャリアパス形
成を促し、その中で学び直しに対して自己投資できるような環境整備が重要。
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２-１. 徹底した人手不足への対応

⚫ 持続的な成長に当たって障害となる人手不足に対しては、（１）人材の確保、（２）省人化の両面で対応し
ていくべきではないか。

（２） 省人化

① 省人化投資促進
• ものづくり補助金の「デジタル枠」 （通常枠に比べ、高い補助率：1/2⇒2/3）やIT導入補助金の活用による中小企業の自動化・IT化も推進。

② 人的資本経営の後押し（中小企業人材活用ガイドラインを公表予定）
• 中小企業経営者向けに、解消すべき人材の課題を見定め、活用できる支援策を選ぶガイドラインを公表予定。

① パートタイム労働者の活躍支援（主に、女性をターゲット）
• 中小企業向け補助金における、子育て支援や女性活躍支援に取り組む企業の加点措置。
• 仕事と子育ての両立後押しに向けた、家事支援サービス、フェムテック等の活用促進。
• 在職している女性に対する、リスキリングによるキャリアアップの後押し。

② パートタイム労働者の就業調整解消
• 所得の壁の解消

③ 高齢者の活躍促進（70歳までの就業確保の推進等）
• 現在３割にとどまる実施企業割合を引き上げる。

④ 「就職困難者」（就職氷河期世代等）の就労支援

⑤ 外国人労働者の受入れ

⑥ デジタル人材の育成・確保
• IT分野を含む高度人材に関する企業ニーズを踏まえ、高度外国人材に簡素な手続で在留資格が付与される「特別高度人材制度」等の創設とそ

の活用促進。
• デジタル人材育成プラットフォームを通じた実践的なDX推進人材の育成推進。
• 地域の産学官連携によるデジタル産業基盤を支える人材育成の推進（半導体、蓄電池）。
• 大学・高専による特定成長分野（デジタル・グリーン等）への学部再編等の取組や高度情報専門人材の確保に向けた機能強化への支援。

⑦ 労働移動の円滑化の促進（リスキリング等）

（１） 人材の確保

※他省庁施策も含めて記載。



（参考）中小企業向け補助金における子育て支援・女性活躍企業の優遇措置

⚫ 主要な中小企業向け補助金において、子育て支援・女性活躍推進企業に対して、加点措置を講じることで、
中小企業における子育て支援、女性活躍を後押し。

① 全ての申請者 くるみん認定又はえるぼし認定（※２）を取得している場合

② 従業員100名以下 次世代育成支援対策推進法又は女性活躍推進法の一般事業主行動計画（※３）を策定し、
専用サイト（※4）で公表している場合

事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金
（これら補助金で、平成24年度以降、累計のべ約68万者を支援）

※１ 加点幅は①＞②とし、両方に該当する場合は①の分のみとする。
※２ 法律（次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法）に基づき、厚生労働大臣が「子育てサポート企業」（くるみん）、「女性活躍推進企

業」（えるぼし）を認定する制度。従業員300人以下の事業主では、くるみん認定は約1,700者、えるぼし認定は約900者が取得。
※３ 法律（次世代法・女活法）に基づき、従業員101人以上の事業主に策定等が義務づけられている計画。従業員100人以下の事業主について

は努力義務とされており、次世代法では1,000者以上、女活法では8,500者以上が策定・公表。
※４ 厚労省が運用する両立支援のひろば又は女性の活躍推進企業データベース。

• 事業再構築補助金：３月30日開始の公募回

• ものづくり補助金：４月下旬開始の公募回

• IT導入補助金：４月下旬～５月中旬頃開始の公募回

• 小規模事業者持続化補助金：６月初旬開始の公募回

• 事業承継・引継ぎ補助金：６月中旬開始の公募回
18

対象とする補助金

加点措置（※１）

開始時期



（出所）株式会社ベアーズHP 導入事例（出所）一般社団法人家事代行サービス協会HP

⚫ 三菱地所プロパティマネジメント株式会社
（従業員数：1,426名 ※2022年4月1日時点）

– オフィスビル、商業施設等の建物の総合的な運営・管理サービスを
手掛ける同社では、全従業員に対し毎月1人5,000円の家事代
行費用を会社が助成する取り組みを開始。

– リモート勤務を進める中で社員から「在宅勤務だと家事が気になって
集中できない」という声があり、家事負担の軽減・仕事の生産性アッ
プを目的とし導入。

⚫ VIVIWARE株式会社/VIVITA JAPAN株式会社
（従業員数：29名 ※2022年6月1日時点）

– 子どもたちにクリティティブラーニング環境を届ける事業を展開する同
社は、従業員に子育て世代が多いことに加え、子どもたちの未来をよ
りよくするサービスを提供するにあたり、まずはもっとも身近である自分
の家族を大切にという考えから、月額5万円（週5勤務の正社員の
場合）までのシッター・家事代行サービス補助を実施。

⚫ 家事支援サービス事業者を①安全・安心、②機能同等性、③接
遇の三つの品質を評価して認証する制度として2016年創設。
2022年3月現在で認証取得事業者は9社であり、認知度向上は
課題。

認証制度のスキーム

⚫ 休日の家事・育児時間が長い夫がいる家庭ほど、第2子以降が生まれる割合が高い傾向がある一方、男性が
子育てや家事に費やす時間は依然として妻より短い。また、家事支援サービスはニーズが増加しているが、足
元の利用割合はわずか1.8％※。

⚫ 可処分時間の増加に向けて、家事支援サービスの利用が促されるよう、サービスへの需要拡大・信頼性向
上、企業の福利厚生施策を通じた導入の促進を促す方策を検討する。

※ 帝国データバンク「令和4年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(各種サービス業に係る業界動向及び家事支援サービス業の実態把握・活用推進に係る調査)」

（参考）家事支援サービス
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家事代行サービス認証制度 福利厚生としての導入事例

https://www.happy-bears.com/special_corp/case
http://kaji-japan.com/


（参考）フェムテック等

⚫ 月経、更年期等の女性特有の健康課題や、妊娠・出産などのライフイベントに起因する女性の望まない離職を
防ぐため、フェムテック企業等が企業や自治体等において働く女性を対象として実施する、フェムテックの利活用
に関する実証事業の費用の一部を補助。

⚫ 具体的には、女性の健康に関する理解促進に関する研修、女性の健康に関するオンライン健康相談、テックの
活用による妊娠・出産、不妊治療や更年期障害等と仕事の両立サポート事業等を支援。

– 月経・妊活・更年期に関わる社内リテラシー向上と、社員と
そのパートナーに対してオンライン診療・相談による働きやす
さ・キャリアプラン・ライフプラン支援等を実施。

– 体験者からは、「通院時間や病院での待ち時間が軽減で
き、仕事との両立がしやすい。」、「待ち時間を考えると病
院へ足を運ぶ気持ちになれないが、今回のように自宅でか
つパートナーと気軽に専門医と話ができたことは有意義
だった。」との声があった。

– 日本発のIoT型胎児モニター（胎児の
心拍を計測。遠隔で確認が可能）によ
り、遠隔妊婦健診のサポートを実施。

– 北海道北後志地域の妊婦とその家族を
対象に、自治体、地域医療機関と連携
した支援体制を検証。

– 地域医療の負担軽減に加え、妊婦・
パートナーには通院負担、コストの軽
減 ・リスクへの不安の軽減の成果を得
た。

モバイル胎児心拍陣痛モニタ
「iCTG」

20

令和3年度事業例 丸紅(株)
「入社～リタイアまで生き生きと働ける環境を実現する女性

の健康課題改善総合サービス」

令和3年度実証例 メロディ・インターナショナル(株)
「周産期遠隔医療プラットフォームを活用した仕事と安全な

妊娠・出産の両立にかかる実証事業」



（参考）「特別高度人材制度」の創設について

⚫ 出入国在留管理庁は、経済産業省の協力の下、 IT分野を含む高度外国人材獲得を日本企業・研究機
関等が進めていくための対応を検討。

⚫ 産業界の声を踏まえ、 「給与水準」 と「職務経験年数」もしくは「学歴」というシンプルな指標に基づき、極め
て高く評価される外国人材に在留資格を付与する「特別高度人材制度」が新たに創設される予定。今後、
ジェトロ等と連携しながら、新制度の普及啓発・活用を促進していく。
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（参考）実践的なデジタル推進人材育成の基本的考え方

⚫ 全国でニーズの高まるデジタル推進人材の育成に当たっては、 身に着けるべきデジタルスキル標準を策定すると

ともに、情報処理技術者試験やデジタル人材育成プラットフォームを活用して、関係省庁とも連携しながら、全
国大で人材育成を進めていくことが重要。

⚫ 加えて、各地域の産業集積の特性等を踏まえて、産業別（半導体・蓄電池等）に必要な人材ニーズやスキ
ルを整理し、地域の産学官連携が主体的に人材育成を進めていくことが必要。

（半導体：九州・東北・中国等、蓄電池：関西）

汎
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について産学官で
カリキュラム構築
・教育実践

＋
デジタルスキルを
全国的講座で学習 情報処理技術者試験、

デジタル人材育成
プラットフォーム等

を活用し
全国大で育成

地域の実情に
合わせて、産業別に必
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・・・・・・・・・

関西
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＋
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アーキテクト
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デザイナー サイバーセキュリティ

デジタルスキル標準（DX推進スキル標準）
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（参考）デジタル人材育成プラットフォームを通じたDX推進人材の育成推進

⚫ 民間企業等が提供する教育コンテンツを一元的に提示するポータルサイト「マナビDX」の整備（約350講
座）に加えて、ケーススタディ教育プログラムや地域企業と協働したオンライン研修プログラムを提供し、DX
を推進する実践人材を一気通貫で育成。

⚫ 「デジタル田園都市国家構想 総合戦略」において、同プラットフォーム等を通じて、2024年度に5.7万人/
年、2026年度に11.7万人/年の育成を目指すこととなっている。

＜デジタル人材育成プラットフォーム＞

（３層）地域企業と協働したオンライン研修プログラム

デ
ジ
タ
ル
人
材

ビジネス
アーキテクト

データサイ
エンティスト

ソフトウエア
エンジニア

デザイナー

（２層）ケーススタディ教育プログラム

➢ データ付きのケーススタディ教材を用い、受講生

同士の学び合いを通じて、課題解決のプロセスを疑似体
験するオンライン教育プログラム。（2000人規模/年）

サイバー
セキュリティ

社
会
人
・
学
生

➢ 地域企業と協働し、実際の企業の課題解決にチームで取
り組むオンライン研修プログラム。（400人規模/年）

地域・企業・大学

協力・支援

➢ デジタル人材に求められるスキルを自ら学べるよう、スキ
ル標準に対応した教育コンテンツを提示。

➢ 厚労省の助成対象コンテンツを多数掲載。

（１層）オンライン教育サイト

スキル標準

市場で提供されている学習コンテンツ（約350講
座）をデジタルスキル標準（DXリテラシー標準・DX
推進スキル標準）に基づいて整理し掲載中。

デジタル人材育成プラットフォーム
オンライン教育サイト「マナビDX」

https://manabi-dx.ipa.go.jp/
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（参考）半導体人材の育成に向けた足元の取組と今後の展望

⚫ 半導体人材の育成に向けて、地域単位・国での産学官連携の取組や、業界団体の取組も進んでいる。

⚫ 更に、次世代半導体の設計・製造を担うプロフェッショナル・グローバル人材の育成を検討。

JEITAの半導体人材育成の取組
✓ 全国半導体人材育成プロジェクト：出前授業、工場見学、高専カリキュラム策定に貢献など
✓ 国内最大級IT見本市「CEATEC（シーテック）」で「半導体人材育成フォーラム」開催

【参考】
関西蓄電池人材育成等

コンソーシアム
（産）パナソニック、PPESGSユアサなど
（学）大阪公立大・国立高専機構など
（官）近畿経済産業局など

更に

九州半導体人材育成等
コンソーシアム

（産）ソニー、JASMなど
（学）九州大、熊本大など
（官）九州経済産業局など
高専での出前講座、教員向け
研修会実施。今後も人材育成・
確保の取組を検討。

東北半導体・エレクトロニクス
デザイン研究会

（産）キオクシア岩手など
（学）東北大など
（官）東北経済産業局など

半導体産業PR、半導体講習
会、インターン等の取組を検討。

中国地域半導体関連産業
振興協議会

（産）マイクロンなど
（学）広島大など
（官）中国経済産業局など

カリキュラム高度化、リスキリング、
インターン等の取組を検討。

業界団体の取組

デジタル人材育成推進協議会 （目的）成長分野の国際競争力を支えるデジタル人材の産学官連携による育成
✓ 産学官連携による大学・高等専門学校のデジタル人材育成機能の強化の検討
✓ 地域ごとのデジタル人材ニーズの把握・検討・産業育成の促進の検討

✓ 2020年代後半に次世代半導体の設計・製造基盤の確立を目指すためには、これらを担うプロフェショナル・グローバル人材育成が急務
✓ 半導体の回路設計から、最先端パッケージング、量産プロセスに至るまでを一気通貫で担う人材の育成を検討

産学官連携の取組（国）

産学官連携の取組（地域単位）

※半導体人材の地域単位の取組は中部にも展開済。今後、関東・北海道に展開予定

半導体プロフェッショナル・グローバル人材育成の検討（LSTC）
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（参考）大学・高専のデジタル人材の育成機能強化（デジタル人材育成推進協議会）

⚫ 産学官連携による大学・高専のデジタル人材育成機能の強化等を目的に、文科省・経産省が設置。

⚫ 成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた基金による継続的支援や実務家教員派遣などに関
して議論。

大村 秀章 全国知事会 文教・スポーツ常任委員会委員長（愛知県知事）
神宮 由紀 経済同友会 幹事・教育改革委員会副委員長（フューチャーアーキテクト株式会社 代表取締役社長）
関 聡司 一般社団法人新経済連盟 事務局長
竹中 洋 一般社団法人公立大学協会 副会長（京都府立医科大学 学長）
田中 愛治 日本私立大学団体連合会 会長（早稲田大学 総長）
谷口 功 独立行政法人国立高等専門学校機構 理事長
富田 達夫 独立行政法人情報処理推進機構 理事長
西尾 章治郎 一般社団法人国立大学協会 副会長（大阪大学 総長）
橋本 健一 彦根商工会議所 常議員・IT推進研究会委員長（株式会社橋本建設 代表取締役）
平松 浩樹 日本経済団体連合会 教育・大学改革推進委員会企画部会長（富士通株式会社 執行役員EVP CHRO）
松井 幹雄 電子情報技術産業協会 IT・エレクトロニクス人材育成検討会 委員長（横河電機株式会社 執行役員）
池田 貴城 文部科学省高等教育局長
野原 諭 経済産業省商務情報政策局長

構成委員（五十音順、敬称略）※令和4年12月26日時点

開催状況や議論の主な中身

〇第１回デジタル人材育成推進協議会（R4.9.29）
〇第２回デジタル人材育成推進協議会（R4.12.26）

〇主な議論の論点

◆成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた基金による継続的支援（文科省 R4補正 3,002億円）

・学部再編等による特定成長分野（デジタル・グリーン等）への転換等の支援
・高度情報専門人材の確保に向けた大学や高専の機能強化支援 等

◆地域の産学官の連携による人材育成のあり方の検討（実務家教員派遣を含む）
・最先端の教育研究を行うための実務家教員の検討 等 25



（参考）ものづくり補助金デジタル枠の概要

⚫ ものづくり補助金においては、令和３年度補正予算以降、デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス
提供方法の改善等に取り組む事業者に対し、補助率を引き上げた（1/2→2/3）「デジタル枠」で支援を
行っている。

⚫ 過去４回の公募で2,144者を採択しており、人手不足に対応するためのロボットやドローンの活用も支援。

デジタル枠の要件

【基本要件（全枠共通）】
次の要件を全て満たす３～５年の事業計画を策定していること。
①事業者全体の付加価値額を年率平均３％以上増加すること。②給与支給総額 を 年率平均1.5％以上増加すること。
③事業場内最低賃金 (事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金＋30円以上 の水準にすること。
【追加要件】
④DXに資する革新的な製品・サービスの開発やデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善を行
う事業であること。⑤経済産業省が公開する「DX推進指標」を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識
を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断結果を独立行政法人情報処理推進機構（IPA）に対して提出す
ること。⑥独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または
「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行っていること。

補助上限額・補助率

従業員規模 補助上限金額 補助率

5人以下 750万円

2/36人～20人 1,000万円

21人以上 1,250万円
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A社
（建設業）

B社
（宿泊業）

C社
（飲食業）

株式会社宝寿園
（東京都・卸売小売業）

ドローンを活用した点検作業 導入したセルフチェックイン機器 配膳ロボット 指定伝票発行システム

ものづくり補助金 ものづくり補助金 ものづくり補助金 IT導入補助金

外壁調査事業や測量・測定事業に
産業用ドローンを活用

赤外線・可視光カメラや光学ズーム、
広角撮影が可能なハイブリッドカメラを
導入

ＩＴ機能を有するセルフチェックイン
端末を導入

英語・韓国語・中国語の多言語へ対
応した機能を実装

タブレット型発券機及び配膳ロボット
を導入

お客様の細かな要望に沿った対応を
行える販売管理システムと指定伝票
発行システムを導入

大幅なコスト・工数を削減
事業規模を拡大
立面図だけではわからない現場付近
の測定、撮影データを使った３Dモデ
ル設計など、高付加価値化
事故リスクを削減

チェックイン・チェックアウト作業のスムー
ズ化
スタッフに接客時間が生まれたことで、
宿泊客の満足度向上
インバウンド需要の取り込みや顧客
ターゲット層を拡大

省人化と業務効率化
スタッフの負担軽減
提供時間の短縮
コロナ禍の新たなニーズに対応可能

大幅に伝票発行業務を短縮
データ管理が自動化されたことにより、
手作業が一切不要になり人的ミス解
消
オペレーション時間を大きく削減

（参考）補助金における省人化事例
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（１）人材抜きに経営戦略は描けない
経営者が日々目の当たりにしている経営課題の背景に、実は人材に関する課題が潜むことが少なくない。人材活用こそが経営
戦略の最大の核になっている。

（２）経営戦略を描くことこそが最大の人材戦略
一方、人材を惹き付け、成長を促すためには、働く場である企業がどのような姿を目指すのか、どのような仕事を提供してくれるの
か、企業のミッション、ビジョン、バリューを明確に示すことが不可欠。そうした経営戦略の全体像を改めて描くことが最大の人材戦
略となっている。

（３）経営戦略と人材戦略を一体的に構想・実践する
人材活用策と経営戦略は表裏一体であり、経営戦略のない対症療法的な人材活用策は実効性に欠ける。経営戦略の再
構築と人材戦略の強化を一体的に進めるよう促すことが人材活用ガイドラインの狙い。

（４）支援機関が伴走する形で対策を進める
具体的な行動につなげるためには、支援機関が１対１で伴走しながらガイドラインに指南された検討を進めることが効果的。基
本的には支援機関と経営者が一緒に読み進めることを想定。

ガイドラインの基本方針

⚫ 中小企業を巡る環境がめまぐるしく変化する中、経営課題の背景が、必要な人材を十分に確保できないといっ
た人材に関する問題である場合が少なくない。経営者が人材の課題に気付いて正面から向き合い、貴重な人
材を活かせる仕事はどのようなものか考え、行動を起こすことが重要。

⚫ そこで、中小企業庁において、有識者検討会を開催し、経営者が取り組むべき人材活用策のポイントや、利
用できる支援策を整理。検討結果を「人材活用ガイドライン」として策定中であり、令和５年前半に公表予
定。関係省庁・機関と連携し、同ガイドラインを活用した人材戦略の実践を促す。

（参考）中小企業・小規模事業者の「人材活用ガイドライン」（案）

ガイドラインの基本方針
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２-２. 賃上げに向けた取組の強化

⚫ 物価高を受けて、今年の春闘においては、賃上げに対して積極的な動きが見られるものの、これを非正規や中小
企業にも波及させるとともに、持続的なものとしていく必要。

⚫ こうした賃上げ支援に当たっては、その原資の確保が最優先。この観点から、中小企業における価格転嫁対策や、
大企業も含む付加価値向上が必要。

⚫ こうした施策を賃上げにつなげていくために何が必要か。

（１） 賃上げの直接的な後押し

① 賃上げ促進税制
• 大企業・中小企業の賃上げを後押し。教育訓練投資を行う企業に対しては更なる上乗せ措置を実施。

② 賃上げに係る予算措置
• 中小企業向け補助金において、生産性向上とともに賃上げを行う企業に対する補助上限・補助率の引き上げ等を実施。

（２） 中小企業の価格転嫁対策・取引適正化

① 価格転嫁対策の強化

• 下請事業者からの評価の芳しくない親事業者に対する事業所管大臣名での指導・助言、発注側企業約150社の交渉と転嫁の状況リストの公表。

② 自主行動計画の改定・徹底

• 業界団体に対しては、公正取引委員会や下請Ｇメンによる取引実態調査に基づき、自主行動計画の改定・徹底を求める。

③ パートナーシップ構築宣言の拡大

• 「パートナーシップ構築宣言」について、大企業への宣言の拡大と、実効性の向上に引き続き取り組むとともに、地域への普及を推進。

（３） 大企業も含む付加価値向上

⚫ 価値創造経営の実装をはじめ、新機軸で位置付けられた各種施策により付加価値の向上を図る必要。



（参考）賃上げ促進税制

⚫ 令和４年度税制改正において抜本拡充した賃上げ促進税制により賃上げを後押し。

大企業向け

中小企業向け

教育訓練費が前年度比20％以上増加

⇒ さらに税額控除率を5%上乗せ

【上乗せ要件：人的投資】継続雇用者の給与等支給総額が前年度比4％以上増加

⇒ 給与増加額の25%税額控除

継続雇用者の給与等支給総額が前年度比3％以上増加

⇒ 給与増加額の15%税額控除

or

※資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の企業については、マルチステークホルダー方針の公表が必要。

教育訓練費が前年度比10％以上増加

⇒ さらに税額控除率を10%上乗せ

【上乗せ要件：人的投資】
雇用者全体の給与等支給総額が前年度比2.5％以上増加

⇒ 給与増加額の30%税額控除

雇用者全体の給与等支給総額が前年度比1.5％以上増加

⇒ 給与増加額の15%税額控除

or

【賃上げ要件】

【賃上げ要件】

30



（参考）価格転嫁対策

⚫ 今後の方針として、各業界団体において、下請Gメン情報に基づく中小企業庁からの指摘等を踏まえ、

①自主行動計画の改定（「荷主として、適正な運賃水準への配慮」の検討も含む）、

②既に計画に記載された事項を、業界・個社が遵守・徹底するための「徹底プラン」の策定

が行われるよう、各事業所管省庁が各業界団体と連携し、中小企業等の活力向上に関するワーキンググルー
プの下で、政府全体で取り組む。 各団体の取り組み状況の報告も求める。
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1月～2月 3月 4月 ~

下請けGメン調査で得た
取引情報を元に

業種ごとの
課題の整理

下請Gメン300名へ増加、年間１万件ヒアリング、 業種ごとの課題の把握・分析

公正取引委員会と中小企業庁との連携、情報共有

副長官
関係
省庁
会議

成
果
確
認
、
今
後
の
方
針
の
指
示

業種ごとの

課題を指摘

3/15
【政労使の

意見交換】
賃上げ等に向け
業界ごとの
取引適正化

【副長官
関係省庁会議】

業界団体に対し、
公正取引委員会や
下請Ｇメンによる
取引実態に関する調
査に基づき
自主行動計画の
改定・徹底を求める。

業
所
管
省
庁
・
中
小
企
業
庁

具体的な取組状況をフォローアップする

3/17
【中小企業
政策審議会】



（参考）地域におけるパートナーシップ構築宣言の拡大に向けて

⚫ 取引先との共存共栄を目指す「パートナーシップ構築宣言」は、４月7日時点で約21,000社が宣言済み。
うち大企業（資本金3億円超）は、約1,300社。更なる宣言拡大に取り組む。

⚫ 宣言の更なる拡大に向けて、２月、西村経産大臣から地方経産局長に、自治体や経済団体への働きかけ
を指示。

⚫ 「自治体・経済団体等による協定締結や共同宣言」、「宣言企業への自治体の補助金での加点措置」など
地域での取組が拡大しており、全国大に広げていく。

⚫ 「パートナーシップ構築宣言」は、事業者が、取引先との共
存共栄を目指し、下記に取り組むことを「代表権のある者の
名前」で宣言し、ポータルサイトで公表するもの。

（１）サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携（オープ
ンイノベーション、IT実装、グリーン化等）

（２）下請企業との望ましい取引慣行（「振興基準」）の遵守、
特に取引適正化の重点5分野（①価格決定方法、②
型管理の適正化、③現金払の原則の徹底、④知財・ノウ
ハウの保護、⑤働き方改革に伴うしわ寄せ防止）

⚫ 「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」（2020年5
月）において、導入を決定。

「パートナーシップ構築宣言」の概要
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２-３. 内部労働市場・外部労働市場の活性化による労働移動の円滑化

⚫ 内部労働市場の活性化と併せて、リスキリングを通じたキャリアアップが起こる外部労働市場の発達を実現してい
くために、大きくは以下の２つの対応を進めるべきではないか。
（１）人的資本経営を核とした企業慣行の見直し
（２）リスキリングを通じた外部労働市場の活性化

（１）人的資本経営を核とした企業慣行の見直し

⚫ 内部労働市場を活性化させ、企業内でも個人のニーズに応じて多様なキャリアパスを歩むことができ、スキルに応じて登用され
るような仕組みを作る必要。経営者の意識改革により、日本型雇用システムを形作る企業慣行を見直し。

①人的資本経営を通じた人事制度改革の促進
・人的資本経営コンソーシアムの活動の拡大

②労働市場改革の指針による日本型職務給の導入

・スキルが適性に評価される日本型の“ジョブ型”の導入

③従業員の意向を踏まえた多様なキャリアパスの後押し

・副業・兼業支援補助金、出向起業補助金

④長期勤続の優遇など、働き方に中立でない仕組みの見直し

・企業における退職金制度の見直し、税制の見直し

（２）リスキリングを通じた外部労働市場の発達

⚫ 外部労働市場の発達に向けて、リスキリングが労働移動やキャリアアップに直接つながる機運を醸成していく必要。

①リスキリングと労働移動の一体的な推進
・リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業によるキャリア相談、リスキリング、転職の後押し
・官民で連携して労働移動やキャリアアップに有効なスキルの明確化、労働市場の透明化
・「GX人材」、「自動車人材」等、個別分野における今後のバリューチェーンを見据えたリスキリング支援の深掘り

②企業による大学等における人材育成の関与
・共同講座補助金、企業の教育への積極的な関与を促進するための税制上の措置
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（参考）人的資本経営コンソーシアムの活動の拡大

⚫ 昨年8月に人的資本経営コンソーシアムを設立し、昨年12月に320法人から437法人へ規模拡大。

⚫ 有価証券報告書における人的資本情報の開示義務化（人材育成方針、社内環境整備方針、男女間賃金
格差等）を受け、先進企業の開示検討状況を共有。

⚫ 情報開示にとどまらず、人的資本経営の実践そのものが重要であるため、リスキリングや動的な人材ポートフォ
リオ等に関する先進企業の人材戦略や悩みを共有し、課題解決に向けて議論。

⚫ また、投資家の視点を直接経験し、効果的な説明を実践する場として、希望する会員企業と投資家との対話
の場も実施。

開示分科会

実践分科会

投資家との対話

●第1回（12月8日）：国内の人的資本開示要請への対応

●第1回（3月17日） ：希望する会員企業がラウンドテーブル形式で投資家と対話

●第2回（3月28日）：海外の人的資本開示要請への対応

●第1回（11月24日）：動的な人材ポートフォリオ（社内の人材再配置、博士人材登用等）

●第2回（2月13日） ：リスキリング（実施内容、動機付け、実施後の登用等）

人的資本経営コンソーシアムの活動状況



（参考）日本型の職務給（“ジョブ型”）の導入

⚫ メンバーシップ型から“ジョブ型”への移行によって内部労働市場の活性化が期待される。

⚫ 職務給（ジョブ型雇用）の導入にあたっては、個々の企業特性に応じた導入の在り方があり、個々の企業に
合った職務給（ジョブ型雇用）の導入方法を類型化して示すことも有効。
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日立製作所 富士通 資生堂

順次導入

➢ 2014年から管理職に導入。
➢ 2020年、全職種・全階層のジョブディスクリ
プションを作成。

➢ 2022年７月から、全社員をジョブ型に。

➢ 2020年度から管理職に導入。
➢ 2022年度から一般職に導入。

➢ 2015年から管理職に導入。
➢ 2021年から一般職に導入。

パフォーマン
スや行動の
適格性の
勘案の例

➢ 自身や他者のために正しいことを迷わず行う
➢ 迅速に行動し、成功に向けて失敗から学ぶ
➢ 顧客に共感し、協働してイノベーションを創出
する

➢ 敬意を持って、積極的に発言し、他者の意
見を真摯に聞く

➢ 自身や他者、組織の成長を貪欲に求める

➢ 社会や企業の潜在的なニーズあるいは本
質的な課題を的確に捉え、チームや関連
部署と連携しながら、課題を解決する革
新技術の研究開発を主体的に推進する
役割を期待。

➢ 自ら課題を定義/提案し、解決策の実
行まで責任もって取り組める

➢ 幅広く知識/経験を吸収し、プロフェッ
ショナルとして専門性を高める意欲があ
る

（出所）2023年2月15日新しい資本主義実現会議（第14回）基礎資料より

日本企業における“ジョブ型”の導入



（参考）副業・兼業や出向起業による多様なキャリアパス

⚫ 転職が一般的ではない日本の労働市場においては、副業・兼業や、出向という形で、元の企業に在籍したまま
に、新たな企業の経験を積んでいくことも重要。

⚫ このため、令和４年度第二次補正予算で措置した副業・兼業支援補助金や、当初予算で措置した出向起
業補助金を通じて、「他流試合」のキャリア経験を積む機会を増やしていく。
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副業・兼業支援補助金 出向起業補助金

企業間・産業間の労働移動の円滑化等を進める観点から、副業に人材
を送り出す企業または副業の人材を受け入れる企業への支援を講じる。

大企業内では育てにくい新事業について、当該大企業社員が、辞職せず
に外部VCからの資金調達や個人資産の投下を経て起業し、起業したス
タートアップに自ら出向等を通じて新事業を開発することを、補助金交付
により促進。
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（出所）パーソル総合研究所「第二回 副業の実態・意識に関する定量調査」

株式会社ストリーモ 森庸太朗CEO
（本田技研工業株式会社からの出向起業）

企業の副業・兼業の容認状況

バランスを取ることへの不安軽減や、自然な乗車体験を提供するノウハウを活か
し、ユーザーが余裕を持って、周囲に配慮し運転ができる電動マイクロモビリ
ティ”Striemo”を開発。



（参考）リスキリングと労働移動の一体的な推進

⚫ 個人が、自律的なキャリアパスの下でリスキリングし、転職によってキャリアアップしていける実例を幅広く世の中に
生み出すため、令和４年度第二次補正予算で753億円を計上。キャリア相談、リスキリング、転職までを一
体的に支援することで、リスキリングと労働移動の円滑化を一体的に促進する。
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登録

リ・スキリングの
進捗確認

・
転職準備支援

カウンセリング
・

コンテンツ紹介

転職支援
・
斡旋

転職先

リ・スキリング
実施

補助事業者

フォローアップ

個人

個人視点での支援の流れ 特設サイトの公開



（参考）企業の大学等における人材育成への関与の推進

⚫ 企業と教育機関が連携し、産業界のニーズを捉えた人材育成を促進していくことが必要。

⚫ このため、企業が高等教育機関と連携して人材育成する場合の補助金や、企業による大学等の設置に対す
る税制上の後押しを措置。

共同講座補助金 企業の教育への積極的な関与を促進するための税制上の措置

1. 法人が私立の大学、高等専門学校又は専門学校（大学卒業相当）を設置
する学校法人等の設立を目的とする法人（学校法人設立準備法人）に対して、
令和10年3月31日までに支出する寄附金

2. 当該学校法人等の設立前になされ、その設立のための費用に充てられる寄附金

3. 設置しようとする私立大学等が法人設立後5年以内に認可されない場合には、
国又は地方公共団体に寄附するとして募集された寄附金

学校法人等
大学、高専、
専門学校

認可を受けて新設

OR

指定寄附金
⇒ 「全額」損金算入
※申請・審査が必要

一般寄附金

⇒ 損金算入額が制限※企業
※(資本金等の額の0.25%＋所得
金額の2.5%)×1/4まで

法人設立

以下の要件を全て満たす寄附金は、

申請・審査を経ることなく、全額損金参入が可能

学校法人等を新設
するための団体

（学校法人設立準備財団など）

共同講座

参加者

企業等
（＝補助対象事業者） 高等教育機関

研究者・研究設備の提供
特任教員の派遣／常勤教員の設置 等

講義、実習、共同研究その他人材育成に係る取組

企業等の従業員 学生

参加者の派遣

学生の参加
（学外参加者も可）

共同講座の設置に係る契約等

補助率：1/3又は1/2※

※補助率1/2は、共同講座によるリスキリングの成果を処遇に反映する場合に適用

上限金額：3,000万円

補助対象経費：共同講座運営費、人件費、委託費・外注費、備品・機材導
入費、その他諸経費

企業の求める人材を高等教育機関において育成する環境を整備し、産
業界のニーズに即した人材育成を加速化するため、企業等が高等教育
機関と連携して共同講座を設置する費用を補助。


